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第２章 労働委員会の活動 

第１節 労働争議の調整 

１ 概 要 

 (1)  概 況 

平成２８年中の調整事件の新規申請件数は７件で、前年からの繰越２件を含め９件の

うち８件が終結し、１件は翌年へ繰越しとなった。（第１表） 

 

 (2)  新規申請状況 

   ア 申請者別 

新規申請の７件は、全て組合からの申請（うち合同労組※からの申請は３件）で

あった。（２ 調整事件の処理状況一覧） 

 ※企業の枠を超えて一定の地域で組織され、個人で加入できる組合のこと。 

   イ 申請月別 

申請月別にみると、２月が１件、３月が２件、４月が２件、９月が１件、１１月が   

１件であった。（第２表） 

   ウ 企業規模別 

企業規模別にみると、従業員１人以上９人以下が２件、２０人以上４９人以下が

２件、１００人以上２９９人以下が１件、３００人以上が２件となっている。   

（第３表） 

   エ 業種別 

業種別にみると、「運輸業、郵便業」が３件、「サービス業」が２件、「医療、福

祉」及び「複合サービス事業」が各１件となっている。（第４表） 

   オ 調整事項別 

調整事項別にみると、「団交促進」に関するものが３件、「その他賃金に関する

もの」及び「解雇」に関するものが各２件、「組合承認・組合活動」に関するもの、

「賃金増額」に関するもの、「一時金」に関するもの、「休日・休暇」に関するも

のが各１件、「その他」が２件となっている。（第５表） 

 

 (3)  終結状況 

   ア 終結形態別 

終結状況を形態別にみると、解決が２件、打切りが４件、取下げが２件となって  

いる。（第６表） 

  イ  業種別 
終結状況を業種別にみると、「運輸業、郵便業」が３件、「医療、福祉」及び「サービス業」 

が各２件、「卸売業、小売業」が１件となっている。（第７表） 
ウ  調整事項別 

  終結状況を調整事項別にみると、「団交促進」に関するものが４件、「一時金」
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に関するものが３件、「その他の賃金に関するもの」及び「解雇」に関するものが各

２件、「組合承認・組合活動」及び「休日・休暇」に関するものが各１件、「その他」

が２件となっている。（第８表） 

エ 係属日数別 

終結した８件の係属日数については、最短１３日、最長１０８日であり、平均係属 

日数は４４．５日であった。（第９表） 
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第１表 調整事件取扱状況 

（単位：件、％） 

 

第２表 月別新規調整事件申請状況 

（単位：件） 
年 

月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 計 

26 年 1 2  3         6 

27 年          1  2 3 

28 年  1 2 2     1  1  7 

計 1 3 2 5     1 1 1 2 16 

 

第３表 企業規模別新規調整事件申請状況 

（単位：件、％） 
区分 

 

企業規模（人） 

26 年 27 年 28 年 

件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 

1～9 
    

2 28.6 

10～19 1 16.7  1 33.3    
20～49 4 66.7     2 28.6 

50～99 
  

1 33.3 
 

  

100～299 1 16.7     1 14.3 

 300 以上 
  

1 33.3 2 28.6 

合  計 6 100.0  3 100.0  7 100.0  

 

年 
 
区分 

26 年 27 年 28 年 

件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 

前 年 からの繰 越 し     2 22.2 

新 規 申 請 6 100.0 3 100.0 7 77.8 

計 6 100.0 3 100.0 9 100.0 

終 結 件 数 6 100.0 1 33.3 8 88.9 

翌 年 へ の 繰 越 し   2 66.7 1 11.1 



- 9 - 
 

第４表 業種別新規調整事件申請状況 

（単位：件） 

年 

業種 
26 年 27 年 28 年 

建設業 
  1  

製造業  1 
  

運輸業、郵便業  2  3 

卸売業、小売業   1  

生活関連サービス業、娯楽業  1   

教育、学習支援業  2 
  

医療、福祉   1 1 

複合サービス事業       1 

サービス業   2 

合     計 6 3 7 

（注）・該当する業種のみ掲載 
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第５表 調整事項別新規申請状況 

（単位：件） 
年 

調整事項 26 年 27 年 28 年 

組合承認・組合活動 2  1 

協約締結・全面改訂 
   

協約効力・解釈 
   

賃
金
等 

賃金増額 
  

1 

一時金 1 2 1 

諸手当 1   
その他賃金に関するもの 1 

 
2 

退職一時金・年金 1 
  

解雇・休業手当 
   

小計 4 2 4 

給
与
以
外 

労働時間 
   

休日・休暇 1  1 

作業方法の変更 
   

定年制 
   

その他の労働条件 
   

小計 1 0 1 

経
営
又
は
人
事 

事業休廃止 
   

企業合併・事業譲渡 
   

人員整理 
   

配置転換 
   

解雇 
  2 

その他の経営人事 
   

小計 0 0 2 

福利厚生 1 
  

団交促進 2 3 3 

事前協議制 
   

そ   の   他 1  2 

合       計 11 5 13 
（注）・１つの事件について該当事項が複数の場合があり、取扱件数とは一致しない。 
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第６表 調整事件終結状況 

（単位：件） 

 
取扱件数 終結状況 

翌年への

繰越し 前年からの 

繰越し 

新規 

申請 
計 解決 打切り 取下げ 不開始 計 

26 年  6 6 3 3   6 － 

27 年  3 3  1   1 2 

28 年 2 7 9 2 4 2  8 1 

 

 

 

第７表 終結形態別・業種別調整事件終結状況 

（単位：件） 

終結形態 
 
 
 
 
業種 

26 年 27 年 28 年 

終
結
事
件
数 

内 訳 終
結
事
件
数 

内 訳 終
結
事
件
数 

内 訳 

解

決 

打
切
り 

取
下
げ 

解

決 

打
切
り 

取
下
げ 

解

決 

打
切
り 

取
下
げ 

建設業 
    1  1      

製造業 1 1           

運輸業、郵便業 2  
 2      3  2 1 

卸売業、小売業 
        1 1   

生活関連サービス業、娯楽業 1  1          
教育、学習支援業 2 2 

          
医療、福祉 

         2 1 1  
サービス業(他に分類されないもの) 

      
  2 

 
1 1 

合      計 6 3 3 0 1 0 1 0 8 2 4 2 

（注）・該当する業種のみ掲載 
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第８表 調整事項別調整事件終結状況 

（単位：件） 

年 

 

 

 

調整事項 

26 年 27 年 28 年 

終
結
事
件
数 

内 訳 終
結
事
件
数 

内 訳 終
結
事
件
数 

内 訳 

解

決 

打
切
り 

取
下
げ 

解

決 

打
切
り 

取
下
げ 

解

決 

打
切
り 

取
下
げ 

組合承認・組合活動 2 2       1  1  
協約締結・全面改訂 

            
協約効力・解釈 

            

賃
金
等 

賃金増額 
            

一時金 1 1 
      

3 2 1 
 

諸手当 1 
 

1 
         

その他賃金に関するもの 1  1      2  1 1 
退職一時金・年金 1 1           
解雇・休業手当 

            
小計 4 2 2 0 0 0 0 0 5 2 2 1 

給
与
以
外 

労働時間 
            

休日・休暇 1 
 

1 
     

1 
 

1 
 

作業方法の変更 
            

定年制 
            

その他の労働条件 
            

小計 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

経
営
又
は
人
事 

事業休廃止 
            

企業合併・事業譲渡 
            

人員整理 
            

配置転換 
            

解雇 
        2  1 1 

その他の経営人事 
            

小計 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 
福利厚生 1 

 
1 

         
団交促進 2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
4 2 1 1 

事前協議制 
            

そ   の   他 1 
 

1 
     

2 
 

1 1 
合       計 11 4 7 0 1 0 1 0 15 4 7 4 

（注）・１つの事件について該当事項が複数の場合があり、取扱件数とは一致しない。 
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第９表 係属日数別終結状況 

（単位：件、日） 

日数 

 

年 

9 日 

以内 
10 日 

～19 日 
20 日 

～29 日 
30 日 

～39 日 
40 日 

～49 日 
50 日 

～59 日 
60 日 

以上 
平  均 

係属日数 

26 年 
 1  2 1 1 1 39.7 

27 年 
  1     21.0 

28 年 
 

1 1 2 1 2 1 44.5 
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２ 調整事件の処理状況一覧    

 

事件
番号 

種
別 

申
請 業種 従業 

員数 
組合員

数 
申請受付日 

係属 
日数 

調
整
回
数 

あっせん員 
(指名年月日) 調整事項 終結

状況 
終結日 

27 
(あ) 
2 

あ
っ
せ
ん 

労 

 

医療、

福祉 
1045 318 

H27.12.17 

50 1 

(公) 松田  
(労) 鈴木(洋) 
(使) 花澤 
（H27.12.17） 

1 年末一時金につい

て、議定書を履行し

１．７か月以上の支給

をすること。 

2 年末一時金に係る誠

意ある団体交渉をす

ること。 

解決 

H28.2.4 

27 
(あ) 
3 

あ
っ
せ
ん 

労 
卸売

業、小

売業 
86 17 

H27.12.17 

50 1 

(公) 松田  
(労) 鈴木(洋) 
(使) 花澤 
（H27.12.17） 

1 年末一時金につい

て、議定書を履行し

１．７か月以上の支給

をすること。 

2 年末一時金に係る誠

意ある団体交渉をす

ること。 

解決 

H28.2.4 

28 
(あ) 
1 

あ
っ
せ
ん 

労 
運輸

業、郵

便業 
1000 120 

H28.2.3 510
108
0 

2 

(公) 金原  
(労) 横田 
(使) 金田 
（H28.2.4） 

1 一時金の増額支給を

求める。 

2 上記に係る誠意ある

団体交渉を求める。 

打切り

H28.5.20 

28 
(あ) 
2 

あ
っ
せ
ん 

労 
運輸

業、郵

便業 
41 4 

H28.3.14 

44 1 

(公) 松田  
(労) 鈴木(洋) 
(使) 久保田 
（H28.3.14） 

1 営業所事務所内に

組合掲示板の設置許

可をすること。 

2 組合員の有給休暇１

日分を返納すること。 

3 営業所所長に対し、

労務管理者としての

再教育をすること。 

打切り

H28.4.26 

28 
(あ) 
3 

あ
っ
せ
ん 

労 
（合） 

医療、 
福祉 

5 
200 
(2) 

H28.3.24 

33 0 

(公) 村上  
(労) 本原 
(使) 花澤 
（H28.3.24） 

組合員２名の雇止め問

題について、解決を図

る。 

打切り

H28.4.25 
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事件
番号 

種
別 

申
請 業種 従業 

員数 
組合員

数 
申請受付日 

係属 
日数 

調
整
回
数 

あっせん員 
(指名年月日) 調整事項 終結

状況 
終結日 

28 
(あ) 
4 

あ
っ
せ
ん 

労 
（合） 

サー

ビス業 
30 

200 
(3) 

H28.4.5 

24 
 
0
0 

(公) 金原  
(労) 山崎 
(使) 熱田 
（H28.4.8） 

組合員３名の問題（解

雇通告、未払い賃金等

労働債権、パワハラ）の

解決を図る。 

取下げ 

H28.4.28 

28 
(あ) 
5 

あ
っ
せ
ん 

労 
サー

ビス業 
3 3 

H28.4.27 

34 0 

(公) 舩越 
(労) 横田 
(使) 花澤 
（H28.4.28） 

1 平成２７年７月度賃金

における、「歩合給」

未払いの支払い。 

2 平成２７年９月度賃金

の一部未払いの支払

い。 

打切り

H28.5.30 

28 
(あ) 
6 

あ
っ
せ
ん 

労 
（合） 

運輸

業、郵

便業 
170 

81 
(14) 

H28.9.16 

13 0 

(公) 松田  
(労) 本原 
(使) 熱田 
（H28.9.16） 

団体交渉の促進。 取下げ 

H28.9.28 

28 
(あ) 
7 

あ
っ
せ
ん 

労 

複合

サー

ビス事

業 

600 
32 

(27) 

H28.11.16 

  

(公) 松田  
(労) 本原 
(使) 金田 
（H28.11.16） 

1 繁忙期における長

期雇用の契約社員

と短期雇用のアルバ

イト社員との基本時

給の逆転の解消を

求める。 

2 上記に対しての支部

団体交渉の応諾と

誠意ある交渉を求め

る。 

翌年

へ繰

越し 

 

（注）・申請欄の（合）は合同労組からの申請を示している。 

・業種は日本標準産業分類の大分類に準拠し記載した。    

 ・組合員数欄の（ ）は当該事業場に係る人数を示している。 
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３ 労働争議の実情調査 

 (1)概要 

   平成２８年中に労働関係調整法第３７条に基づく公益事業の争議行為の予告通知を受

け、労働委員会規則第６２条の２の規定により実施した実情調査対象件数は５件（うち

２件は前年からの繰越し分）であった。 

 なお、平成２８年中に予告通知のあった事件で、実際に争議行為が行われたものはなか

った。 

 

 業種別区分 

  組合の業種別は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運輸業、郵便業 ３件 

医療、福祉  ２件 
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(2)争議予告件数 

ア 月別件数 

（単位：件） 
区分 

年 月 
千労委へ 経由 中労委から 計 

28 年 1 月 
   

0 

2 1 
 

11 12 

3 1 
 

21 22 

4 
  

5 5 

5 
  

2 2 

6 
  

2 2 

7 
   

0 

8 
   

0 

9 
  

1 1 

10 1 
 

6 7 

11 
  

13 13 

12 
   

0 

計 3 0 61 64 

 

イ 年別件数                         （単位：件） 

区分 

年 
千労委へ 経由 中労委から 計 

26 年 6 1 57 64 

27 年 5 1 60 66 

28 年 3 
 

61 64 

 

（注）・「千労委へ」とは、当委員会あてに新規に通知のあったもの 

・「経由」とは、争議行為が本県を含む２以上の都道府県に及ぶため、当委員会を 

経て中労委に通知されたもの 

・「中労委から」とは、争議行為が本県にも及ぶものとして、中労委から連絡のあ 

ったもの（争議行為の予告通知は、その争議行為が２以上の都道府県にわたるもの 

であるとき又は全国的に重要な問題に係るものであるときは、中労委に報告するこ 

とになっている。） 


